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2022 年 5 月 23 日 

各 位 

株式会社 岩 手 銀 行 

 

≪いわぎん≫オンラインセミナー「これからはじめる資産づくり」の開催について 

 

 

岩手銀行（頭取 田口幸雄）では、2022 年 6 月 19 日（日）に「オンラインセミナー」

を開催することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

本セミナーは、投資初心者のお客さまを主な対象として、投資をはじめるために大切な

マインドと投資の魅力について、各種メディアでお馴染みの藤野英人(ふじの ひでと)氏

を講師に下記の内容で開催するものです。 

なお、本セミナーは「秋田・岩手アライアンス」施策の一環として、秋田銀行と共同開

催いたします。 

当行では、地域の金融機関として、今後ともより一層お客さまのお役に立つ情報を提供

してまいりますので、よろしくお願い申しあげます。 

 

記 

１．開催日時 

2022 年 6 月 19 日（日） 10：00～11：30 

 

２．プログラム 

  講演：｢これからはじめる資産づくり｣ 

講師：レオス・キャピタルワークス㈱ 代表取締役会長兼社長 

ひふみシリーズ 最高投資責任者（CIO） 藤野 英人(ふじの ひでと) 氏 
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３．定員 

  200 名 

 

４．開催方法 

「Zoom」のウェビナー機能を用いたオンライン形式 

 

５．お申し込み方法 

≪いわぎん≫ホームページからのお申し込み（https://www.iwatebank.co.jp/） 

※ 定員に達した場合はお申し込みを締め切らせていただきますので、お早めにお申し

込みください。 

 

６．参加費 

  無料 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件ニュースリリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社 岩手銀行 リテール戦略部 佐藤（朗） 

電話 ０１９－６２３－１１１１（代表） 
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ご留意していただきたい事項 ＜投資信託への投資に係るリスク・費用等について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 投資信託は預金でなく、元本は保証されていません。投資信託は預金保険制度の対

象ではありません。また、当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありま

せん。 

○ 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。 

○ 投資信託は国内外の株式・債券・金融派生商品等の値動きのある金融商品に投資し

ます（外貨建資産には為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。し

たがって、元本が保証されるものではありません。また、一部投資信託が行っている

いわゆる新興国への投資には政治・経済情勢の変化等により、先進国に比べてより大

きなリスクが伴います。ファンドに生じた利益および損失は、投資信託をご購入され

たお客さまに帰属しますので、お客さまのご投資された元本に損失が生じるおそれが

あります。 

○ 投資信託に投資するお客さまには、主に次の費用をご負担いただきます。「申込手

数料」はご購入の際に直接負担いただく費用で最高料率は３．３０％（税込）、「信託

報酬」は保有期間中に間接的に負担していただく費用で最高料率は２．０２４％（税

込）、「信託財産留保額」はご換金時に直接負担していただく費用で最高料率は０．５

０％、「その他費用」は組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費

用、外国での資産の保管等に要する諸費用等、保有期間中にご負担いただく費用（運

用状況等により変動するため、事前に上限の料率等は表示できません）があります。 

   

◇「信託報酬」に関するご留意事項（詳細は、交付目論見書でご確認ください。） 

一部の投資信託については、投資先ファンドの管理事務代行報酬および資産保管会社

報酬につき最低報酬 金額が設定されていることにより、純資産総額が少額な場合や

投資先ファンドの組入状況が変化した場合は、実質的な信託報酬率が上記の料率を上

回る可能性があります。また、その他外国投資信託の信託報酬については、固定報酬

部分が定額となっていることにより、純資産総額の増減や為替相場の影響等により円

換算後の信託報酬率が変動する場合等においては、実質的な信託報酬率が上記の料率

を上回る可能性があります。 

株式会社岩手銀行 

登録金融機関 東北財務局長（登金）第３号  加入協会／日本証券業協会 
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